
  

 

令 和 8 年 5 月 18 日 

国 土 交 通 省 

九 州 地 方 整 備 局 

北九州港で九州初の「みなと緑地 PPP」が認定！ 

～港湾環境整備計画制度（みなと緑地 PPP）の九州内１号案件が認定されました～ 

 

≪みなと緑地 PPP≫  

みなと緑地 PPP とは、港湾緑地等において港湾環境整備計画に基づき、カフェ等の収益施設の整備を

行うとともに、収益の一部を還元して緑地等のリニューアルを行う民間事業者に対し、緑地等の行政財産

の長期貸付けを可能とする制度であり、令和４年１２月の港湾法改正により創設されました。  

 

【添付資料】  

別紙１ 北九州港響灘東地区響灘南緑地について  

別紙２ みなと緑地 PPP 制度概要  

 

北九州市の資料は下記からご確認いただけます。  

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/contents/086_00006.html 

みなと緑地 PPP の関連情報は以下のウェブサイトからご確認いただけます。  

https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_tk4_000061_2.html 

【問い合わせ先】 

 国土交通省 九州地方整備局 港湾空港部 

クルーズ振興・港湾物流企画室 室長 中島 秀樹 （なかしま ひでき）  

クルーズ振興・港湾物流企画室 課長補佐 増田 光 （ますだ ひかる） 

TEL：092－418－3340 （代表）  

TEL：092－418－3379 （直通） 

九州地方整備局では、港湾緑地等において官民連携により、みなとの賑わい空間を創出するため、

港湾環境整備計画制度（通称：みなと緑地 PPP）の活用促進を図っています。 

令和８年５月８日、北九州港の港湾管理者である北九州市が響灘南緑地における港湾環境整備計画

の認定を行いました。みなと緑地 PPP の活用事例としては、九州で初の認定となります。 

今後、響灘南緑地は、認定事業者である株式会社ビートルエンジニアリングによる飲食施設や公衆

トイレ、トラックプール（大型車待機・休憩所）の整備により、労働環境改善と魅力向上が期待され

ます。 



完成イメージ

北九州港響灘東地区響灘南緑地について

【事業概要】

■認定事業者：株式会社ビートルエンジニアリング

■貸付期間：30年間

■収益施設：飲食店

■収益還元：公衆トイレ・トラックプールの整備、除草・剪定・清掃等の
緑地の維持管理

別紙１

住 所：北九州市若松区響町２丁目11-2 （事業区域①）
〃 響町１丁目122-5（事業区域②）

 港湾管理者である北九州市は、株式会社ビートルエンジニアリングより申請のあった北九州港響灘東地区の港湾緑地である響灘南緑地
における港湾環境整備計画の認定を行った。

 認定を受けた株式会社ビートルエンジニアリングは、当該緑地の貸付を受け、収益施設である飲食店を整備するとともに、響灘ビオトー
プに隣接する立地特性を踏まえ、飲食施設内に環境学習スペースを設け、地元大学と連携し「食と環境」をテーマに情報発信を行う。

 また、収益の一部を還元し、公衆トイレ、トラックプール（大型車待機・休憩所）の整備を行うとともに、除草、剪定、清掃等の緑地の維持
管理を実施する。



みなと緑地PPP制度概要 別紙２


